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 総務委員会において行政視察を実施しましたので、その概要について下記のとおり報告

いたします。 

 

記 

 

１ 期日 

  令和６年７月２４日（水）～２６日（金） 

 

２ 参加者 

  総務委員７人、関係理事者２人、事務局随行１人  合計１０人 

 

３ 視察先及び調査項目 

 ⑴ 北浜水辺協議会（大阪府大阪市） 

   北浜テラスの取組みについて 

 ⑵ 高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市） 

   高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）について 

 ⑶ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)について 

 

４ 概要 

 ⑴ 北浜水辺協議会（大阪府大阪市） 

  ア 日時 

令和６年７月２４日（水）午後０時３０分～午後２時３０分 

  イ 場所 

    北浜界隈、北浜テラス（Ｙ’ｓピア北浜） 

  ウ 対応者 

北浜水辺協議会 理事（前事務局長） 山根 秀宣 氏 

山根エンタープライズ㈱ 山根 悠輝 氏 

  エ 内容 

   (ｱ) 北浜の歴史 

北浜という地名は、船場の最も北にある浜（水辺）を意味し、江戸時代の初期
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から米市場（後の北浜会所）や金相場会所があり、金融の中心地として栄えてき

た。土佐堀川に面した一画は、川の眺望が非常によく、舟運にも恵まれ、料亭や

料理旅館が軒を連ね、船場の旦那衆が小船で乗り寄せ、店に上がる粋な別天地を

成していた。明治維新後の１８７８年に金相場会所跡に株式取引所が開設される

と、日清戦争を機に株式取引は活況を呈し、北浜は証券街として大いに賑わった。 

なお、井上馨の斡旋により、大久保利通、木戸孝允、板垣退助、伊藤博文が、

立憲君主制や三権分立の樹立について合意した１８７５年の「大阪会議」は、現

在も北浜に残る料亭「花外楼」が舞台となったものである（今回説明を受けた会

場ビルの入り口には大阪会議顕彰のレリーフが設置されていた。）。 

１９１１年に土佐堀通が市電開通に伴い拡幅されるとともに、１９３５年には

証券街北浜のシンボルである旧市場館が竣工。水辺の建物は、次々と証券会社の

オフィスに変わり、まちは川を必要としなくなっていった。１９４９年には現在

の大阪証券取引所となり、長らく商都大阪を支える金融の中心地としての役割を

果たしてきたが、場立ちの終了、インターネット取引の発達により、北浜に拠点

を置く証券会社は減り、近年は超高層マンションが建つなど、北浜は株中心のま

ちからの変貌を遂げようとしている。 

   (ｲ) 北浜テラス設置の経過 

土佐堀川に面する北浜エリアは、水都大阪のシンボル・中之島の対岸に位置し、

土佐堀川側の水辺空間は、風致地区中之島の中央公会堂や中之島公園が目の前に

広がる非常に恵まれた立地にある。しかしながら、北浜側では建物が土佐堀川に

背を向けており、土佐堀川に面する水辺空間は北浜のまちの「裏側」として、そ

の価値を生かした利用がされていなかった。 

他方で、中之島周辺では、親水性を高めた水辺空間の整備が図られ、年間を通

じて数々のイベントや水都に関する催しが実施されているが、周辺地域への波及

が少なく、日常的・継続的に魅力を感じられる仕組みや工夫が求められていた。 

そんな中、「川と街の連続性をつくりたい」、「大阪ならではの風物詩をつくり

たい」との想いから、３つのＮＰＯ（もうひとつの旅クラブ、水辺のまち再生プ

ロジェクト、ｏｍｐ（大阪まちプロデュース）川床研究会）が出会い、２００７

年（平成１９年）６月にＮＰＯの有志数人で川床設置についてのビジョンを作成

し、北浜の土佐堀川に面する約５０のビルオーナー、テナントに提案したところ

からプロジェクトが始まった。地元（ビルオーナー、店舗、町会）に提案・説明

して理解を得るとともに、ＮＰＯのメンバーには建築、不動産、グラフィックデ

ザイン、公共空間活用などの専門性を持つ人材が集まっており、河川管理者であ

る大阪府も理解が深く、協議を進めた。川床設置の検討の中では、京都鴨川納涼

床協同組合からデザインコントロールやマネジメントの方法の伝授を受けたが、

毎年組み立てて撤去する京都鴨川とは異なり、毎年の撤去・設置を行わずトータ

ルコストが低い常設の川床設置を目指した。 

２００８年（平成２０年）はじめには「水都大阪２００９」を翌年に控えた同

実行委員会（大阪府、大阪市等）から「一緒にやりませんか。」との話があった。

このことも後押しとなり、川床設置に手を挙げた８軒のビルオーナーやテナント
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のうちビルの構造や川床工事費などの条件をクリアした３軒により、同年１０月

に仮設足場を設置した１カ月間の社会実験を実施した。さらに、夏場の河川臭気

や虫の問題といった課題を検証するため、２００９年（平成２１年）５月～７月

には３カ月に及ぶ２回目の社会実験を実施するとともに、同年８月～１０月には

水都大阪２００９のプログラムの一つとして３回目の社会実験を実施した。 

当時の河川法では民間主体は河川占用の主体となれなかったため、半公的性格

を持つ水都大阪２００９実行委員会が占用主体となり、社会実験が実施したが、

同年７月には日常的に川床の管理運営を担う責任ある主体として「北浜水辺協議

会」を設立し、水都大阪２００９終了後の同年１１月から同協議会が民間任意団

体としては初めてとなる包括的占用許可を受け、川床が正式に常設化された。当

初３軒でスタートしたテラス（川床）は、現在１７軒まで増加するとともに、北

浜テラスの利用者数も２０２３年（令和５年）には約２５万３，０００人に達し

ている。 

なお、工作物としての川床の設計仕様については、ＮＰＯメンバーの中の建築

設計の専門家たちにより、建設コスト、施工性、景観等に配慮した設計がなされ

るとともに、大阪市建築指導課と協議を重ねて一定の条件の下で建築基準法の適

用を受けない工作物として取り扱えるようにしたり、大阪府西大阪治水事務所と

も協議を重ねて河川内に設置する工作物として占用許可が得られるよう河川維

持管理上支障のないようにしたりと、川床の常設設置実現までの中で検討を重ね、

北浜水辺協議会としてのデザインルール（ガイドライン）を策定している。 

   (ｳ) 北浜テラスの制度設計 

河川敷地の占用は、原則として公的主体（地方公共団体等）に限定され、民間

団体が営業活動のために川床の常設設置を行うに当たっては、河川占用に係る規

制緩和が不可欠であった。そこで、河川管理者である大阪府と協議をしながら、

２００９年（平成２１年）１１月からは規制緩和の許認可スキームにより、２０

１２年（平成２４年）３月からは河川敷地占用許可準則都市・地域再生等利用区

域指定スキーム（平成２３年３月８日付け河川敷地占用許可準則の改正に伴う制

度）により、北浜水辺協議会が地域の意思をまとめて管理運営の責任を担う河川

敷地占用主体として、包括的占用許可を受けている。 

北浜水辺協議会は、土佐堀川に面するビルオーナー、テナント、地元自治会、

ＮＰＯ、北浜テラスのファンなどで構成され、河川管理者である大阪府から北浜

テラスに係る包括的占用許可を受け（大阪府への許可申請、占用料の支払いも一

括して実施。川床設置に必要な大阪市の風致許可も一括して受けている。）、北浜

テラスを運営している任意団体である。北浜テラスの運営主体として、河川敷地

の包括的占用許可に関する活動に加えて、新たな川床の設置推進、清掃活動、共

同プロモーション、川床の構造・デザイン・運営ルールの策定・運用、水辺の賑

わいづくりの調査・企画なども行っている。 

具体的な川床（テラス）設置までの手続きは、テラスを設置しようとする北浜

地区の土佐堀川に面するビルのオーナーが、まずは北浜水辺協議会に入会（会費

納付）し、同協議会のデザインルールに従った設置計画を添付して同協議会に設
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置申込を行う。同協議会は大阪府から包括的占用許可を受けている範囲内におい

てテラスの設置を審査・承認する。承認を受けたビルオーナーは、同協議会とテ

ラス設置に係る覚書を締結するとともに、川床会費、解体撤去保証金等を同協議

会に支払い、自らの費用によりテラスを設置するというものである。 

テラスに係るビルオーナーとテナントの関係に着目すると、テラスを設置した

ビルオーナーは、テラスがあることで来店者が増えることをインセンティブとし

て上乗せした家賃設定により、テラス設置に係る投資費用を回収（テナントは来

店者増に伴う売上増により家賃費用の上乗せ分を回収）するビジネスモデルであ

り、北浜地区への投資誘導となっている。加えて、テラスを設置するビルオーナ

ーには、「水都大阪の再生・北浜地域の活性化に寄与すること。」、「世界に誇る水

辺の景観を創出すること。」、「持続可能な仕組みを構築し、大阪の風物詩をつく

ること。」などを目的として活動している北浜水辺協議会への入会が義務付けら

れる。これにより、テラスを設置したビルオーナーは北浜水辺協議会の活動や北

浜テラスの運営（共同プロモーション、デザイン・運営ルールの策定・運用、水

辺の賑わいづくりの調査・企画）に主体的に関わることとなり、単なる投資誘導

ではない、北浜の地域活性化に資する「良質な投資誘導」の仕組みとなっている。 

なお、北浜水辺協議会には、北浜テラスのデザインルールに係る課題を専門的

に検討できるよう「デザイン部会」（著名建築家、景観が専門の大学教授、空間

デザイナーなどにより構成）が設置されているとともに、河川占用という行政許

認可や不動産賃貸に係る法的問題にも対応できるよう任意団体ではありながら

顧問弁護士を委任している。 

 ⑵ 高松丸亀町商店街振興組合（香川県高松市） 

  ア 日時 

令和６年７月２５日（木）午前９時３０分～午前１１時３０分 

  イ 場所 

    高松丸亀町商店街振興組合及び同商店街 

  ウ 対応者 

高松丸亀町商店街振興組合 理事長 古川 康造 氏 

  エ 内容 

   (ｱ) ３つの基礎知識と基本方針 

高松丸亀町まちづくり戦略を理解するに当たり、「３つの基礎知識」を押さえ

る必要がある。第１に、商店街の地権者同士は基本的に商売敵であり仲が悪く、

商店街の再開発に当たっての合意形成が大変であること。 

第２に、商店街振興組合と自治会は、賑わいを歓迎する商業者と生活環境の悪

化を懸念する生活者という立場の違いから、中心市街地の再開発に当たって利害

が対立する場合が多く、合意形成が大変であること。なお、全国でも珍しく、高

松市丸亀町は商店街振興組合と自治会がイコール（同じ団体。商店街振興組合理

事長は自治会長でもある。）である。 

第３に、高松丸亀町まちづくり戦略は、単なる商店街の再生計画ではなく、い

かに丸亀町に居住者、生活者、定住者を集積させるかということを基本にした計
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画であること。 

そして、高松丸亀町のまちづくりの基本方針は、「ソーシャルビジネス」であ

る。個人から少しずつ資金を集め、個人ではできないスケールメリットを生かし

たビジネスを起こし、しっかり稼いで、稼いだお金を出資者に配当するのではな

く、まちづくり（利益を生まない広場の整備などの事業）に再投資をするソーシ

ャルビジネスの手法を用いてきた。これにより、高松丸亀町商店街振興組合の出

資者は現在１００名（出資者を地権者に限定）、出資金は１人１万円で、資本金

わずか１００万円の法人であるが、一方で３０億円の資産を保有している。 

   (ｲ) 高松丸亀町まちづくり戦略の核心（土地問題の解決） 

そもそも中心市街地の土地は公共投資、民間投資によるインフラ整備が完了し

ているまさに「宝の山」であり、中心市街地には例外なく商店街がある。ところ

が、個人が所有する土地はどのように使うかは個人の勝手であり、かつての商店

街は、地権者個人が個人の土地の上に個人の費用で建物を建て、個人の経営判断

で商売をする集合体であったため、統制が効きにくく、不合理な店舗配置や老朽

化した建物の放置、居住人口の減少などにより衰退してしまい、土地の利用方法

を制御する仕組みを作らない限り、まちの再生は不可能であった。 

そこで、高松丸亀町商店街では、土地の所有権には手を付けずに、定期借地権

により６０年限定の利用権を個々の土地から分離し、この利用権を一括して活用

し、制御することで商店街をいったん白紙に戻して再開発を行うという手法をと

った。 

具体的には、土地所有者たちの共同出資によるまちづくり会社が、個々の土地

所有者から土地を定期借地権により一体的に借り上げ、その上にビルを建設して

エリアマネジメントによる一括管理をすることで、商業の活性化だけではなく、

高齢化社会・人口減少社会にも対応した新しいまちづくりをしようとするもので

ある。 

従来、普通借地権は借主保護の側面が強く、土地所有者はなかなか土地を貸さ

ず、土地所有は所有権も手放さないので、商店街の再開発については合意形成が

困難であったり、再開発がなされても中身（土地所有者による商業）は変わらな

いので、再開発が成功しなかったりという問題があった。加えて、土地問題は、

憲法で保障されている財産権を侵害しかねない問題であり、政治も行政も長年手

出しができなかった問題であった。 

しかし、６０年の定期借地権であれば、６０年後には再開発ビルは全部いった

ん取り壊し、更地に戻した土地が所有者に返還されることが法的に保証されてい

ることから、再開発に向けた地権者の合意形成が容易となり、高松丸亀町商店街

はこの手法により、政治も行政も手出しできなかった問題を解決した。 

   (ｳ) 再開発の背景（商店街衰退の要因） 

高松市は、工業地帯や観光資源があるわけではなく、基幹産業が商業であり、

高松城築城以来の４００年間、商業によって支えられてきたまちである。中心市

街地には、８つの商店街がすべてアーケードで連結されていて、総延長２．７ｋ

ｍの日本一大きな商店街エリアが存在する。そして、官公庁、病院、学校、駅、
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港が市の中心部に集中する集積度の高いコンパクトシティとして発展し、実際に

市中心部５ｋｍ圏内（面積比率５％）で市税収入の７５％をあげていた。高松丸

亀町商店街もかつては、商圏４００万人、店舗数２０５店、商店街振興組合員数

１０４名に及ぶ全国でも有数の商店街であった。 

しかし、１９９０年代のわずか１０年間の間に、２つの要因によって、高松丸

亀町商店街は一気に衰退を迎えた。１つ目の要因は、都市計画の観点から、バブ

ルによる地価高騰に伴う中心市街地の空洞化である。中心市街地では駐車場の１

台月額５万円を超えるなど、中心市街地の生活コストがどんどん上がり、住民が

郊外に逃げていった。これに合わせて、行政（高松市）は郊外開発を進め、市の

南東に莫大な公費投入による大規模な区画整理をして第２副都心を作った。これ

に、バブル崩壊が加わり、中心市街地の地価は１１分の１まで一気に下落。固定

資産税はピーク時の７割減となってしまい、市の財政を直撃した。そこで高松市

がとった次の一手が土地線引き（市街化調整区域）の全廃である。郊外拡散に伴

い需要が増加していた郊外の宅地を確保するため、農地を宅地化し、そこで発生

する固定資産税の増加分で中心市街地の固定資産税減少を補填しようとしたの

である。これにより、都市の拡散がさらに加速してしまった。 

２つ目の要因は、地域経済の観点から、１９８８年（昭和６３年）の瀬戸大橋

開通に伴う県外大手資本の流入である。そもそも四国は陸路で本州とつながって

おらず、物流はすべて船舶に頼らざるを得なかった。ところが備讃瀬戸航路は濃

霧や波で船舶が不通となること多かったため、物資の安定供給ができず、四国は

中央の大手資本が進出しにくい土地（商店街の小売店にとっては、大型店が進出

し難く、保護された土地）であった。瀬戸大橋開通による陸路確立はこの状況を

一気に変えた。中心市街地（百貨店と商店街の合計で売場面積１６万㎡）から西

へ４ｋｍの場所に売場面積１８万２，０００㎡（イオンモール高松）、南へ４ｋ

ｍの場所に売場面積１４万６，０００㎡（ゆめタウン高松）が進出し、高松市内

の総売場面積は３倍以上に拡大。胡坐をかいていた中心市街地の商店街は通行量

と売り上げを一気に奪われ、衰退する要因となった。なお、２０１４年（平成２

６年）の香川県商業統計によると、瀬戸大橋開通の１９８８年以降の２５年程度

で、県内小売業の売場面積は５割程度拡大している一方で、販売額と事業所数は

３割から４割減少しており、県外大手資本進出に伴う税金の県外流出が推定され

る。 

   (ｴ) 再開発計画の全体像 

高松丸亀町商店街の再開発事業は、中心市街地が抱える根本的問題を、土地利

用と居住人口減少という２つの問題と捉え、全長４７０ｍの商店街をＡからＧま

での７つの街区に区切り、それぞれの街区に役割を持たせ、自分たちの身の丈に

合った開発を、時代に合わせて連鎖させる形で進めている。 

トップバッターのＡ街区（商店街北端）は、平成１８年に竣工。セレクトショ

ップゾーンとしての役割を持たせて、世界のスーパーブランドをわずか５０ｍの

区域に凝縮して配置し、再開発の起爆剤として大きな効果を果たした。本来もっ

とも高いテナント料をとれるＡ街区の入口（商店街全体の入口）には、あえてテ
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ナントを入れずにドーム広場として整備したところ、様々なイベントが催され、

当初は想定していなかった賑わいを創出している。Ａ街区に隣接するＢ街区は、

２００９年（平成２１年）に竣工。再開発前には飲食店が全くなかった商店街に

おいて、フードコートゾーンとしての役割を持たせ、現在では飲食店が３６店出

店している。また同年竣工したＣ街区は、美と健康ゾーンとして、病院、ビュー

ティークリニック、歯科、リハビリセンター、血液センター、鍼灸、フィットネ

スなど、美と健康に関するテナントを集中的に配置している。そして最も新しい

Ｇ街区は、２０１２年（平成２４年）の竣工で、都心生活・都市観光ゾーンとし

て、大型マンション、ホテルを配置している。なお、Ｇ街区は商店街南端という

こともあり、Ａ街区と同様に広場を整備している。残りのＤ～Ｆの３街区は、現

在、再開発計画を策定中であり、本年いよいよ再開発組合が組織され、再開発が

本格化する。つまり、高松丸亀町商店街の再開発事業は、過去の成功例ではなく、

現在進行中の計画である。 

なお、高松丸亀町商店街は、中心市街地が抱える２つの根本的問題のうち土地

利用の問題に対しては、土地の所有と利用を分離した定期借地権の活用による一

括エリアマネジメントという新しい開発スキームを採用しているが、これにより、

それまでの独立した小売店の集合体にすぎない商店街ではできなかった、巨大シ

ョッピングモールのようなフロアマネジメントができるようになり、変化が激し

い需要動向に対応しやすくなっている。 

また、中心市街地が抱える２つの根本的問題のうち居住人口減少に対しては、

各街区の上層階をマンションにして、全体で５００戸、全体で１，５００人の居

住者を「商店街の上にのせる」ための住宅整備を計画しており、現在２５０戸の

整備が完了・完売に至っている（計画マンションの予約数も埋まりつつある。）。 

ただし、居住者を増やす（生活者を郊外から取り返す）ためには、単に住宅「だ

け」整備すればよいのではなく、快適に生活できるまち（診療所や生鮮食料品店

が存在するまち）にしなければならない。したがって、高松丸亀町のまちづくり

戦略は、単なる商店街の再生計画ではなく、中心市街地のライフインフラ（住宅、

診療所、介護施設、生鮮食品店、子育て支援施設、広場等）の再整備計画でもあ

る。居住者（需要）さえ戻ってくれば、商店街（供給）の再生はあとから必ず付

いてくるという信念のもと、他の商店街のようにお客を取り戻すことによってま

ちを活性化させようとするのではなく、高松丸亀町商店街は居住者を取り戻すこ

とによってまちを活性化させようとしている。 

   (ｵ) 新しい商店街の役割 

各々の経営判断で商売をする個店が集合し、単に物を売ったり買ったりするた

めだけの場所である商店街は、人口減少に伴う需要の急速な減少や情報化に伴う

需要の急速な変化に適切な対処ができず、商店街はどこも衰退していった。高松

丸亀町商店街では、これから商店街として生き残るために何をしなければならな

いかを議論した結果、公共性に目覚め、様々な連携のステージづくりをすること

が商店街の新たな役割であるという結論に至った。 

     ａ 新しい地域医療の再生 
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       バブルによる中心市街地の地価高騰で、中心市街地から居住者がいなくなっ

たため、高松丸亀町から診療所（かかりつけ医）がなくなってしまった。行政

的に見ると、中心市街地には大病院が集積し、一見して医療が充実していたが、

中心市街地の大病院に行くと数時間待ちの数分診察という状況で、中心市街地

こそ「医療過疎地」の状態であり、中心市街地に居住者を取り戻すためには、

診療所は必要不可欠であった。 

       そこで、Ａ街区ビル（壱番街西館）の３・４階に診療所、調剤薬局を含む総

合メディカルセンターを開設した。入院施設を持たない診療所ではあるが、Ｃ

Ｔ等の大掛かりな検査機器を備え、往診・回診・検査によりまずは病気の発見

に力を入れてもらっている。診療所の上（５～９階）には入居者のほぼ１００％

が高齢者である４００戸のマンションが整備されている。県立香川中央病院や

国立香川大学医学部附属病院といった高度医療機関が、診療所の後方支援病院

となっているので、診療所で検査をして病気が見つかれば、後方支援病院で手

術等の急性期医療を施し、ＩＣＵを出たら診療所の上層階マンションの自室に

戻り、診療所の医師が往診するという「新しい町医者の仕組み」を作った。 

       また、単に診療所の開設にとどまらず、様々な分野の連携による地域包括ケ

アシステムの構築に取り組んでいる。具体的には、診療所開設に合わせて、調

剤薬局、糖尿病食等の栄養管理ができるレストラン、予防医療拠点（セルフ検

査機器とトレーニングマシンを備え、理学療法士が常駐した施設「ＢｏｄｙＢ

ａｎｋ」）、保育園を整備して、診療所を核として様々な業種が連携をして地域

の包括的なケアを目指す体制を整えた。 

       なお、診療所は自治会で投資をして開設したいわば「自治会立病院」であり、

診療科目に住民意向が反映できる。現在は、小児科や人工透析の要望があるの

で、今後開設を予定している。 

     ｂ パブリックスペースの整備・運用 

       広場、休憩所、トイレといった公共空間は、一切利益を生まない。したがっ

て、公共空間への民間投資は起きないが、高松丸亀町商店街では、ソーシャル

ビジネスの観点から、再開発で稼いだ利益を公共空間の整備・維持に投資して

いる。特にこだわったのが、Ａ街区の広場である。 

       通常、道路に面した広場は道路敷地の一部であることが多く、様々な規制に

よってイベント等の使い勝手が悪い。そこで、Ａ街区のドーム広場整備の際に

は、もともとの市道交差点を囲む形で、大きく建物をセットバックし、道路敷

地を民地によって大きく囲みこの部分を広場とすることで、道路敷地としての

規制がかかりにくい広場とした。これにより、商店街の中に、ドームによる全

天候型の、物販や飲食ができるイベント用のスペースが確保でき、現在では、

様々なイベントが市民との協働により開催され、商店街の賑わい創出を担って

いる。 

       また高松丸亀町商店街では、広場の運用としてのイベントの取組みについて、

従来の商店街イベントの課題（問題点）を整理し、それに対応した運用を行っ

ている。かつて高松丸亀町商店街では、振興組合がありとあらゆるイベントを
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行って人集めをしてきたが、個店の売上にはつながらないという課題があった。

やみくもにイベントで人集めをしても、消費者が欲しいものが並んでいないと

売上につながらない、イベントをしても売上が上がらないので、やりたくもな

いイベントを少人数の役員がやらされる羽目になり、そもそも何のためにイベ

ントをするのかわからなくなっているという本末転倒の負のスパイラルに陥

っていた。 

       そこで、自分たちでイベントの企画・運営をすることはやめ、イベントをや

りたい市民が自由に活躍できるステージの整備（ドーム広場の整備）と、そこ

で活躍したい市民のサポートに徹することにした。具体的には、まちづくり会

社にイベントのプロ（イラストレーターや設備オペレーター）を社員として雇

用するとともに、設備の充実を図っている。これにより、年間で２００件以上

のイベントが各種団体、市民、企業、行政によって開催されるに至っている。 

   (ｶ) 再開発におけるこだわりと未来への展望 

     ａ 高松丸亀町商店街は、民間主導の再開発にこだわった。通常の中心市街地再

開発や商店街再開発は、行政主導となることが多い。しかし、行政は前例踏襲

が常で、硬直的な発想になりやすい。そこで、民間主導により前例にこだわら

ず、土地の所有と利用の分離や消費者ではなく居住者を取り戻すという視点で

取り組んだ。 

       また、行政はとかく縦割りとなりやすい。そのため、中心市街地の再開発は

行政では都市計画部局が担当することが多いが、補助金の取り込みについても

国土交通省のものだけといった具合に、所管省庁のものに限定されてしまい、

所管外省庁の補助金まで考えが及ばないことが多い。民間であれば、活用でき

るのであれば、国土交通省のものだけでなく、経済産業省や総務省といった他

省庁の補助メニューも活用するとともに、補助金にとどまらず制度融資から商

業床の証券化、私募債まで、ありとあらゆる方法で資金調達を試みることがで

きた。 

     ｂ 定期借地権の期限である６０年が経過した後のことについては、地権者の間

でも相当の議論をした。その結果、６０年後のことは考えないというのが最終

的な結論となった。なぜなら、高松市は過去２回高潮の被害を受けており、そ

のことを踏まえると、６０年先にこの町がどうなっているかは誰も予想ができ

ず、予想できないことを議論することはやめようとなったから。 

       そうはいっても、６０年後には、建物を取り壊し、土地を更地にして所有者

に返す（所有者に戻ってくる）という厳然たる事実がある。しかし、６０年先

に丸亀のまちづくりをどうするかということは、６０年先の子や孫たちに任せ

ても良いのではないかと。ただし、６０年という期間には、意味がある。つま

り、地方経済は２０年スパンで回っているので、再開発スタート時の借金を最

初の２０年で一生懸命に返して、次の２０年で新たな開発のための資金をしっ

かり稼ぎ、次の２０年で新たな投資をするということで６０年とした。 

       実際に、高松丸亀町商店街では、最初の開発からもうすぐ２０年が経過する

が、最初の開発に係る借金はほとんど返済が終わっている。これから次の２０
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年で、未来のまちづくりに投資する資金をしっかりと稼いで、それを次の世代

に引き継いだ上で、未来のまちづくりのことは次の世代に任せる。これがこそ

が持続可能なまちづくりであるという考えの下で、取組みを進めてきた。 

 ⑶ 愛知県岡崎市 

  ア 日時 

令和６年７月２６日（水）午前１０時～正午 

  イ 場所 

    岡崎市役所、乙川リバーフロント地区 

  ウ 対応者 

岡崎市議会議長 小木曽 智洋 氏 

岡崎市都市政策部まちづくり推進課長 浅井 恒之 氏 

岡崎市都市政策部まちづくり推課ＱＵＲＵＷＡ戦略係長 中川 健太 氏 

岡崎市議会事務局総務課渉外係長 林 正道 氏 

  エ 内容 

   (ｱ) 岡崎市の概要と総合計画 

岡崎市は、東西約３０ｋｍ、南北約２０ｋｍ、市域面積３８７．２ｋ㎡の約６

０％を森林が占めており、まちなか暮らしもできるが、里山暮らしもできる都市

である。人口は約３８万５，０００人の中核市で、人口は来年度には減少局面に

入る見込み。自治会加入率は９０％（平成２７年度）と愛知県内でも最も高いグ

ループにあり（松本市は同年度７９％）、地元自治会にもＱＵＲＵＷＡ戦略に参

加いただき、ＱＵＲＵＷＡエリアを盛り上げていただいている。 

産業は、トヨタ自動車の関連で製造業が盛んで、産業別就業人口では、第２次

産業が全体の約４割を占めているのが特徴である。しかし、世界の製造業都市（デ

トロイト、マンチェスター、リバプールなど）に注目すると、半世紀で人口が半

減するほど衰退が激しく、繁栄が１世紀続いた都市はない。これが岡崎でも起こ

るかもしれないという危機感がある。 

岡崎市第７次総合計画中の基本指針として、①公民連携による成長戦略の推進、

②コンパクトな都市構造の構築、③まちへの誇りが育まれる社会づくり、④周辺

都市との連携の推進を掲げているが、ＱＵＲＵＷＡ戦略はこのうち「①公民連携

による成長戦略の推進」のまちづくり分野での計画として位置付けられている。

また、ＱＵＲＵＷＡ戦略はまちづくりの計画であることから、内容的には他の個

別計画（かわまちづくり計画、まちなか総合交通戦略、観光基本計画アクション

プラン、景観計画・歴史的風致維持向上計画、岡崎家守構想、岡崎市シティプロ

モーション戦略、健康おかざき２１計画、中心市街地活性化ビジョン、中心市街

地再活性化拠点整備基本計画）を横断する計画となっている。 

   (ｲ) ＱＵＲＵＷＡ戦略の概要 

     ａ 背景 

       岡崎市は、１９２０年代には岡崎城を中心とした地区に都市機能が集積し、

１９６８年から７３年までに５つの大型商業施設が出店した。しかし、１９７

０年代後半からの車社会は発展や１９８０年代後半のバブルによる中心市街
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地地価の高騰によって都市機能が郊外に拡大していった。１９９０年代から２

０００年代にかけては、郊外のロードサイドに郊外型の大型商業施設が出店さ

れる一方、中心市街地の大型商業施設は５つのうち４つが閉店となり、中心市

街地が衰退していった。そうした背景のもと、２０１２年（平成２４年）に前

市長（内田康宏氏）が当選し、６年後の２０１８年（平成２９年）３月にＱＵ

ＲＵＷＡ戦略が始動した。 

     ｂ エリアの特徴 

       ＱＵＲＵＷＡとは、１周約３ｋｍ、約１６０ｈａの中心市街地エリアの名称

であり、第１の特徴として、岡崎城などの歴史、乙川の自然、河岸段丘による

豊かな地形、中心市街地に集まる「ひと」といった、地域経営資源が豊富で濃

密な体験ができるエリアである。歩いて楽しいエリアではあるが、ちょっと立

ち寄れるお店やサービスが足りておらず、ＱＵＲＵＷＡ戦略ではこういった課

題解決のきっかけづくりをしている。第２の特徴として、市役所、図書館、公

園だけでなく道路、河川まで含めると、公共空間がエリア内面積の５０％を占

めている。これを最大限活用していこうというのがＱＵＲＵＷＡ戦略の肝とな

っている。第３の特徴として、岡崎城跡の総曲輪（城郭外堀）と重なるエリア

であり、歴史的に都市機能が集約されてきたエリアである。 

       こうした特徴を踏まえ、エリア内の既存公共施設を公共投資によって繋げて

回遊性を高め、波及効果としてまちの活性化を図ろうとするのがＱＵＲＵＷＡ

戦略である。既存公共施設を繋げた主要回遊同線が「Ｑ」の字になることと、

岡崎城総曲輪（そうぐるわ）の一部と重なることから、「ＱＵＲＵＷＡ（くる

わ）」と命名した。公民連携を進めるにあたって、行政によくある「○○計画」

としてのでは民間から見ると面白くない。ある程度キャッチーで「面白い！」

と思ってもらえるような、いろいろな仕掛けをちりばめている。 

     ｃ ＱＵＲＵＷＡ戦略の目的と公民連携 

       ＱＵＲＵＷＡ戦略は都市戦略であり、その目的は、ＱＵＲＵＷＡエリアの課

題（地元地区の衰退、高齢化の進展、まちの魅力の希薄化、働き方・雇用の多

様性の欠如）だけでなく、岡崎市全体の都市経営課題（経済の縮小、生活環境

の悪化、税収減少、支出増大）を解決し、持続可能な都市経営を目指そうとす

るもの。 

       この目的を実現するための手法として、それぞれ得意分野が異なる行政と民

間が役割分担をしながら連携し、良質な公共サービスの提供を図る「公民連携」

の手法をとっている。行政のパートナー（連携の相手方）は誰でも良いという

わけではなく、単に「稼ぎたい」だけではない、「まちの課題解決をして、まち

のために」という思いを持った方（志（パブリックマインド）とそろばんを持

った市民＝公共性・公益性と事業性を兼ね備えた「事業者市民」）をパートナ

ーとすることとしている。 

       つまり、ＱＵＲＵＷＡ戦略は、「豊富な公共空間を活用して、パブリックマ

インドを持つ民間事業者（事業者市民）を引き込む公民連携プロジェクト（Ｑ

ＵＲＵＷＡプロジェクト）を実施することにより、その回遊を実現させ、波及

-11-



 

効果として、まちの活性化（暮らしの質の向上／エリアの価値向上）を図る戦

略」と定義できる。元々あった公共空間や新たに整備する公共空間を拠点に公

民連携事業を起こし、それぞれの公共空間を公共投資（乙川河川緑地、中央緑

道、桜城橋等）によって繋いで線とし、ＱＵＲＵＷＡエリアで得た知見をＱＵ

ＲＵＷＡの外の市内のまちづくりにも面的に拡大させ、生かしていこうという

ねらいがある。 

       ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)

策定後、エリア内への公共投資、社会実験、フォーラム・シンポジウム、ワー

クショップ、リノベーションスクールを実施し（第１段階）、その結果として

エリア内で民間主体の新たなサービス・コンテンツ（小さな宿がある飲食店な

どの新業態や、子育て支援サービスなどのこれまでエリア内にはなかったサー

ビス）が生まれており、まちの暮らしが充実し始めている（第２段階。現在は、

この第２段階に入ったところ）。こうした民間主体の新たなサービス・コンテ

ンツの動きが集積し、将来的に、製造業以外の新たな産業の創出に繋がって行

けば（第３段階）、ＱＵＲＵＷＡ戦略が目指す「持続可能な都市経営」が実現

できる。言い換えれば、ＱＵＲＵＷＡ戦略においては、暮らしをリノベーショ

ンしながら、新たな産業づくりをしていく過程が重要である。 

     ｄ ＱＵＲＵＷＡ戦略の推進体制 

       ＱＵＲＵＷＡ戦略の担当部署として庁内にまちづくり推進課ＱＵＲＵＷＡ

戦略担当係を置いている。まちづくり推進課ＱＵＲＵＷＡ戦略担当係は、民間

事業者からの相談のワンストップ窓口と庁内横串調整機関となり、エリア内で

新たな事業をやろうとする事業者が行政の所管部局（消防、保健所等の規制当

局）に相談する際に、まちづくり推進課ＱＵＲＵＷＡ戦略担当係が同席し、事

業者と所管部局の橋渡しをしている。 

       また、ＱＵＲＵＷＡ戦略のアップデートのため、行政に足りないクリエイテ

ィブな部分を補完してもらえる専門家（５人のデザインアドバイザー）や、民

間事業者、行政でブレスト（ｂｒａｉｎｓｔｏｒｍｉｎｇ）をして仮説を立て

て行く「デザイン会議」を設置し、まちづくり推進課ＱＵＲＵＷＡ戦略担当係

で運営をしている。なお、ＱＵＲＵＷＡ戦略のブランディングやデザインコン

トロールも、デザインアドバイザーと相談をしながら進めている。 

       そのほかまちづくり推進課ＱＵＲＵＷＡ戦略担当係では、規制緩和関係（川

まちづくり推進、道路空間活用推進）、地元調整、情報発信を行っており、特

に情報発信はＱＵＲＵＷＡウェブ等のインターネット上で積極的に行ってお

り、職員直営（入庁２年目の女性が担当）によるＩｎｓｔａｇｒａｍはフォロ

ワーが２，５００人弱に達している。情報発信はクリエイティブ層をターゲッ

トに、民間の投資・活動の誘導を目的として、「自分でもやってみよう！」と

いう人が増えるよう、ＱＵＲＵＷＡエリア内で実際にトライしている人々の記

事や写真を発信している。 

   (ｳ) ＱＵＲＵＷＡ戦略の効果 

     ａ 大きなリノベーションと小さなリノベーションの相乗効果 
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      平成２７年度から主に行政の都市計画部局において、「大きなリノベーション」

として、デザイン性を高めながら利活用を意識した公共遊休不動産の再整備と

利活用を実施してきた。再整備としては、乙川河川緑地、桜城橋、籠田公園、

中央緑道の再整備を令和２年度までに完成させ、この間、それぞれの場所で社

会実験を実施してきた。 

       一方で商工部局では、同時期（平成２７年度～令和元年度）に民間遊休不動

産（空き店舗）を活用した「リノベーションまちづくり」（リノベーションス

クールを４回実施）に取り組んでおり、ここから生まれた民間遊休不動産活用

の動きである「小さなリノベーション」が、都市計画部局の「大きなリノベー

ション」の動きに掛け合わさって、例えば、籠田公園や中央緑道の整備と同時

期に、その周辺へ民間遊休不動産を活用した６～７店舗の出店があった。これ

により、公園や緑道とその周辺での過ごし方が変わり、整備前に比べてより活

動が豊かになったり、情報の広がりが生まれたりという効果があった。 

       このように行政のハード整備と社会実験による「大きなリノベーション」と

民間事業者による「小さなリノベーション」が掛け合わさると、それぞれの取

組みがよりインパクトとスケール感ある取組みになるという相乗効果が生ま

れた。 

     ｂ 豊かな公共空間のある暮らしの創出 

       例えば、康生通り等で規制緩和による認定団体を組織し、オープンカフェ、

広告版、常設型ベンチ設置などの道路空間を利活用する民間取組みの事業化と、

それに併せた道路空間再配置を含めたプロジェクトである道路再構築事業に

より、人出が増えて通りが華やかになり、警察からも「まちが安全になった」

という評価をいただいた。 

       またＱＵＲＵＷＡ戦略のシンボル的な公園として整備した籠田公園では、平

日もほぼ毎日キッチンカーが出店していたり、子育て世代が集まるようになっ

たり、屋根とテーブル、椅子があるスペースで高校生が勉強をしたり、高齢者

が健康体操をしたり、地元自治会による防災キャンプが企画されたりと、公園

での活動が豊かになり、集う人々に多様性が生まれている。 

       さらに、中央緑道沿いのＮＴＴ岡崎ビル１階では、シャッターが閉まったま

まになっていたが、中央緑道の整備に合わせて、ＱＵＲＵＷＡ戦略に興味を持

ったＮＴＴ側から「１階を開けるから一緒に何かやらないか。」との誘いがあ

り、レンタルスペース、カフェ等が入った複合施設「ＮＥＫＫＯ ＯＫＡＺＡ

ＫＩ」がオープンした。 

       ＱＵＲＵＷＡを東西に貫く乙川は、全体が乙川河川緑地という都市公園だが、

以前は他の河川と同様に、「危ないから近寄ってはいけない場所」であり、人

出がない場所だった。しかし、国土交通省が平成１０年代後半から社会実験に

よる河川空間の活用を始め、平成２３年３月に河川敷地占用許可準則を改正し

たことを受け、乙川もこれに基づいて平成２７年１１月に河川管理者である愛

知県知事から都市・地域再生等利用区域の指定を受けて平成２８年度から国土

交通省が推進する「かわまちづくり」を開始した。これまで、川床設置、アウ
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トドアオフィス、水上コンサート、まちなかキャンプ等の様々なイベントの社

会実験を経て、令和３年度からは指定管理を導入して、現在では河川敷地内で

乙川リバーサイドマラソン、ヨガ教室、ジュニアランニングスクールなど、イ

ベントが日常化している。 

     ｃ 自治会主体によるコミュニティづくりへの波及 

       籠田公園・中央緑道に面した７つの自治会が、籠田公園・中央緑道の行政説

明会に参加したことをきっかけに、リニューアル後の籠田公園で盆踊りを復活

させようという動きが生まれ、籠田公園リニューアルの２０１９年（令和元年）

に実際に復活させた。この動きに、さらに周辺の９つの自治会が「参加したい」

と要望し、全１６の自治会による自治会連合組織「７町・広域連合会」が自主

的に発足した。 

       ７町・広域連合会が発足したことにより、籠田公園での盆踊りが復活しただ

けでなく、籠田公園で毎朝のラジオ体操が始まるなど、新たなイベントが生ま

れた。また、同会は毎月１回定例会議を開催しており、地域、事業者、行政関

係者が参加して、公民連携のプラットフォームに発展している。同会の発足に

より、多様な市民が集まるフラットな場で、ＱＵＲＵＷＡ戦略がどんどん議論

され、ネットワークが拡大し、行政と民間事業者の連携を地元（７町・広域連

合会）が見守る体制が構築された。 

     ｄ ＱＵＲＵＷＡ戦略の客観的効果（数値） 

      ・ 地区内（中心市街地）の人口が、平成２７年（戦略策定検討開始時）から

令和５年までの間に５１９人（約６％）増加 

      ・ 公共空間における社会実験を除く民間活動日数が、平成２７年から令和５

年までの間に年間５０件から５５７件へと約１０倍に増加 

      ・ 平成２７年から令和５年までの間におけるエリア内の路線価は、１３個所

の平均で約１０％上昇 

 

５ 所感 

⑴ 北浜水辺協議会（北浜テラスの取組について） 

「水都大阪２００９」による官民協働の取り組みとして誕生したが、終了後も川床

店舗を着実に増やし、現在も店舗が撤退することなく営業を持続できているだけでな

く、２０２３年（令和５年）１０月から舟寄場キタハマミズム（北浜テラスないの船

の発着場）が開港するなど、新しい取組みも行われ、活用が進んでいる。元々はビル

が川に背中を向けていた状態であったものが、川床の設置で観光船の乗客と手を振り

あえるほどの近い距離で飲食が楽しめるスポットになっているのが、賑わいを創出す

る仕組みとしての成功事例だと思う。民間主体の会費制での運営で、会員ヒアリング

をしながら地域住民が楽しめるイベントを開催し、その結果テラス利用者は増えてお

り、まだ長野県内の事例はない「河川空間のオープン化」を本市でも活用できる場所

の検討をしてみるのも良いかと考える。建築基準法、都市計画法、景観法など行政が

守りたい点をおさえて、利用者が楽しめるデザインや使いやすさを得ている。 

視察当日は、天神祭が開催されており、より活気ある北浜テラスの一面が見られて
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よかった。今回視察対応してくださった、川床実現の立役者の 1 人である山根氏が、

川床設置に際して対象エリアの土佐堀川に面したすべてのビルの一階店舗やオーナー

さんへ説明に伺ったということで、テラスの成功はこのような熱意ある方のご尽力は

欠かせないものだとつくづく感じた。 

⑵ 高松丸亀町商店街振興組合（高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）について） 

消費者が欲しいものが商店街に並んでいないという状況で、商店街というビジネス

モデルが時代に合わなくなってきた昨今、商店街再生計画ではなく、高齢になったら

丸亀に住みたいと言われるような街を創る、老後いかにハッピーに暮らせるかを考え

たまちづくりという視点というのが納得させられた。住宅整備とテナントミックスは

車の両輪という発想は、本市でも参考にできるのではないか。商店街を盛り上げよう

と何のためのイベントか目的が定まっていない中での開催は、人集めにはなっても商

店街に利益をもたらす客寄せにはならず、もっとイベントをやりたいという市民のた

めにステージを無償で提供するなど、イベントホールや広場の復活が効果を生み出し

ている点は素晴らしいと感じた。新規マンションも建設中であるが、地域医療の再生

としてビルやマンションの低層階にクリニックや医療関連の拠点があったり、企業主

導型保育所の設置があるなど、居住するのにも便利な整備がされているのが魅力であ

る。 

行政は前例主義のため、①失敗例から学ぶ ②居住者を取り戻す ③前例にこだわ

らない民間主導という、発想の転換による再開発事業である。土地の所有権と利用権

の分離という方法も、６０年という定期借地権の設定で地権者は所有権を維持できて

おり、次の世代のことなど先のことは分からないという課題も、不安な要素ではなく

前向きに捉えているという印象を受けた。テナント集めの苦労については、売上の下

限を設定しており、当該下限値を圧制できない小売店が退場し、新規テナントが入る

という新陳代謝ができているため、空き店舗がないという状況を維持できており、隣

接する他の商店街にもいい影響を及ぼしている。 

視察当日は平日の昼間であったが、車の乗り入れがなく安心して歩けるため、利用

者も多く、賑わいを感じられて、いい雰囲気であった。商店街全体を一つのショッピ

ングモールと見立てるとされており、今後もまだ事業展開する地区があるため、まだ

まだ発展が期待できる場所であると感じた。 

 ⑶ 岡崎市（ＱＵＲＵＷＡ戦略（乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画）

について） 

市有地の活用をメインに公園や緑道、橋上広場などを整備し、市民が利用したい場

所へと変化しているのがよく分かった。まちの活性化は、そこに暮らす住民の暮らし

の質の向上、エリアの価値向上を図る戦略だということ。特に、籠田公園や中央緑道

のリニューアルにより、周辺に民間型公共空間が増えたことで、客層が変わって多様

な世代が集まり始めたというのが良い点である。設計時にアクティビティ（活用）の

イメージを高めるワークショップを模型を使い複数回実施したというので、本市も中

心市街地再設計検討会議等で実施すべきと思う。 

ＱＵＲＵＷＡと自治会主体によるエリアマネジメント、コミュニティづくりでは、

盆踊りの復活を望む住民の声がきっかけであったが、再び街を盛り上げるにはどうす
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べきか、どうしたいかについて、自分ごととして捉えている住民も多く、行政・民間

を巻き込んでネットワークが拡大していった点が評価すべき点だと考える。 

今回ご説明いただいた、この戦略に立ち上げから携わっている職員の中川氏の思い

も強く、ご自身でも希望されて部署を変わらず市民との窓口になっている存在は大き

いと思う。市民は行政側の職員が数年で変わられてしまうことに「はしごを外された」

と思うことが多く、ご自身もそう思われたくないと言われていたので、本市において

もこのような計画を見届けられる人材や人事の仕組みについても検討できればいいの

ではないかと考える。調整、伴走役と言われていたが、アドバイザーの存在も含めて、

計画全体の後押しができる人材が重要と感じた。 
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ 北浜水辺協議会（北浜テラスの取組みについて） 

 ⑴ 北浜テラスについて 

   人口約２７４万人の大阪府大阪市は「水の都」、昔は八百八橋と呼ばれ、水運が

盛んだったり、川べりで宴会を楽しんだりと、水辺は人々の交流の場であった。し

かし、その後防潮対策が進み、護岸が作られ、水辺にあるビルは川に背を向けて建

ち、川特有の開けた眺望を楽しむといった使い方がされなくなっていた。「水都大

阪２００９」という水の都復興を目指したイベントに向け、北浜エリアの賑わい創

出と親水性を取り戻すため、「川床」を模索し、社会実験を経て、２００９年に、

常設型の川床 3床が実現した。 

 ⑵ 川床について 

   河川は公共用物で何人も自由に使用できる場所ではあるが、占用するには、許可

が必要。平成２３年に、河川敷地占用許可基準が改正され、一定の要件で民間事業

者も営業活動ができるようになった。現在、２８都道府県で１１６事例が実施。川

床は、京都鴨川など、有名な場所があるが、大阪の北浜では「川と街の連続性をつ

くりたい」として、地域の人、市民の発意、民間主体で官民共同の取り組み。行政

とビルオーナーの間に「北浜水辺協議会」を設置、一括で占有許可を申請し、使用

権、会費、運用ルールなども一括で管理している。 

 ⑶ 所感 

   「川に背を向けている」ビルが「川に向き合う」ビルに変わっていきました。北

浜テラステナントに入る飲食店は、カフェ、寿司、焼き肉、蕎麦など、多種多様

で、「川辺」という開放的で自然を感じられ、眺望のよい特別な場所で飲食を楽し

みたいニーズは大きいようです。視察の日は、気温が 40度近くになる暑さで、川床

（テラス）利用の方は少ないようでしたが、ときおり吹く風は気持ちよく、また、

偶然「天神祭り」の日であったため、川を行き交う舟の衆とコミュニケーションを

取ることができました。特別な体験を味わうことのでき、また、夜は周りのビルや
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橋のライトが水面にキラキラと反射することで、雰囲気のよい飲食店になるようで

す。河川法との関係があり、占有使用にはハードルがありますが、川やお堀など、

「水辺」を活かしたまちづくりは、本市でもチャレンジできると思います。信州木

曽には木曽川沿いの「崖家造り」があり、景観が観光資源になっています。また、

金沢市の浅野川の川沿いの道のように、水辺を眺めることのできる、水辺を借景す

る居場所や飲食店が連続して存在すれば、雰囲気のよい散策エリアになると思いま

す。人は眺めの良いところが好きです。東の美ヶ原、西の北アルプス、松本城にお

堀、女鳥羽川、薄川といった、唯一無二のロケーションを眺めることのできるスポ

ットを点在させ、その場所を官民連携で活かすことで、本市の住民、旅行者の「眼

福」満足度を高めることができます。 

 

２ 高松丸亀町商店街振興組合（高松丸亀町商店街再開発(まちづくり戦略)について） 

 ⑴ 高松丸亀町商店街について 

   人口約４２万人の高松市の中心的商店街。１５８８年築城の高松城の城下町とし

て栄えた。１９８８年には、本島と四国を結ぶ瀬戸大橋が開通、郊外型ショッピン

グセンターが次々出店した。１９９０年、「高松丸亀町タウンマネジメント委員

会」を設置し、再開発を検討しはじめた。 

⑵ 再開発（まちづくり戦略）について 

  「身の丈型の開発手法」や「定期借地権制度を活用した土地の所有と経営の分

離」を模索、民間主導でまちづくり会社を設立。商店街をＡ～Ｇまで、７街区に区

分し、商店街全体を１つのショッピングモールと見立てている。地権者が所有する

土地を定期借地権を設置し、テナントから家賃をいただき、地代家賃は地権者に分

配する。 

⑶ 所感 

  強力なマネージメントのもと、コンセプトのあるまちづくり（商店街づくり）が

行われている。「全国の地方活性化失敗例」から学び、各分野の有識者とのデザイ

ン会議を行っている。「年を取ったら街中に住みたい」という高齢者のニーズを呼

び込むように、医療、介護施設付きのマンションを建てている。商店街の活気、賑

わい創出のために、商店街の一等地をひろば化し、商売（出店）ができるようにし

てある。イベントは、商店街が主催するのではなく、市民や民間主体で面白いアイ

デアのイベントが続いているそうだ。 

  商店街の土地所有は、所有権を手放さずに、テナント料から地代が入ってくる仕

組みは、店子、所有者ともにメリットがある。今後は、直売所、温浴施設、保育

園、高齢者福祉施設、高齢者向け賃貸住宅、映画館などの導入を画策しているとい

う。３５年前の瀬戸大橋開通時に「街の将来の脆弱性」に気がつき、どうしたら街

を持続可能で魅力を向上させられるのかを実践してきた同商店街。人々がこういう
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街なら住んでみたい、どういう機能が必要かを議論し、活気のある中心市街地が実

現した。本市でも、来年閉店する松本パルコや井上百貨店の土地について、定期借

地権制度を活用し、官民連携で新しい建物を造ってまちづくりすることができない

か。検討する価値はあるのではないか。 

 

３ 愛知県岡崎市(ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本

計画)について) 

 ⑴ ＱＵＲＵＷＡ戦略について 

人口約３８万人の岡崎市は、名古屋駅から特急で３０分の名古屋のベッドタウ

ン。徳川家康ゆかりの岡崎城のある城下町。自動車関連の製造業の地方都市。製造

業都市は、約半世紀で人口が半分になる人口減少に見舞われるという危機感から、

「積極的な公民連携による成長戦略」が必要であると、岡崎市第７次総合計画に位

置づけられている。 

⑵ ＱＵＲＵＷＡプロジェクトとは 

   ＱＵＲＵＷＡ地区約１５７ｈａ、一周約３ｋｍのエリア内には、岡崎城、一級河

川乙川、駅、公園、図書館がある。河川敷を含む公共空間をなぞると、「Ｑ」の字

のように見えることから、ＱＵＲＵＷＡプロジェクトと銘打った。ＱＵＲＵＷＡプ

ロジェクトとは、行政と民間が志と責任、権限を持ち、役割分担をしながら地域が

抱える課題を解決するとともに、良質な公共サービスの提供を図るもの。これから

の１００年を暮らす街で、新しい住み方、働き方、遊び方を楽しむ将来像をどう描

くかを考えながら、持続可能な都市経営をしている。５人のデザインアドバイザー

がプロジェクトを支えていて、「自分たちにできないことは外部リソースに頼る」

ことを大切にしている。 

 ⑶ 所感 

   プロジェクトの中でも小さなトライアル、チャレンジを繰り返しながら、民間の

方、市民の方もいっしょになってプロジェクトが大きくなっているようです。思っ

てもいなかったことが起きているとおっしゃっていました。それだけ、街に活気が

戻って来ています。籠田公園は、以前はあまり人がいない、少し暗い感じの公園だ

ったそうです。ですが、今は、緑の多い、開放的な公園に生まれ変わっていて、こ

の日も、多くの親子が遊んでいました。何の説明が無くても、子どもが寄ってきて

遊びたくなるようなデザインになっています。また、少々の雨風でも遊べるし、子

どもを見守るおとな達が日差しを避けながら座っていられるように、半外（屋根付

き）のエリアがありました。また、日常的にキッチンカーが出店したり、イベント

も大きなものから小さなものまで毎日いろいろな催しが開催されたりしています。

そのほかにも、以前は人通りの少なかった緑道が、開放的で、居心地のよい、緑道

に生まれ変わりました。乙川を整備することで、開放的な河川敷を走ったり、自転

-19-



 

車で走行したり、散策したり、ヨガや盆踊りを行ったりと、川べりが活用されてい

ます。夜のライトアップで雰囲気がよくなり、夜の時間帯も、歩く人、走る人がい

るようです。 

   エリア内の人口、来街者数、公共空間の活動日数、新規出店数、路線価、税収に

好影響があったそうです。公民連携まちづくりプロジェクトの行政側の担当部署

は、都市政策部まちづくり推進課であり、担当の中川健太係長は、12 年間異動せず

にいらっしゃるとのことでした。彼は、公民連携プロフェッショナルスクール（現

在の都市経営プロフェッショナルスクール）の３期生であり、「都市経営」という

考え方をきちんと持ちながら、他部署と連携、横串を刺し、民間と連携し、お仕事

をされています。松本市でも、街を俯瞰しながら公民連携の街づくりを進めること

ができる人材育成（研修）が必要だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年 ８月１９日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                        総務副委員長 神津 ゆかり 
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ 北浜テラスについて 

  北浜・水都大阪の歴史は、水運に支えられ、経済の中心的都市として発展してきた

歴史がある。また、江戸時代の初期から米市場や金相場会所があり、どちらも大阪だ

け置かれ、米・金の相場標準となった歴史があり、さすが天下の台所といったところ

である。 

  現代になり、水都と呼ばれる大阪は、『カワ』を埋めてしまったり、ビル等が『カ

ワ』に背を向けてしまったり、『カワ』を利活用できずにいた。そこで『北浜テラ

ス』は「川と街の連続性をつくりたい・大阪ならではの風物詩をつくりたい」と、地

域の人々・市民の発意のもと、「水都大阪２００９」による官民協働の取り組みとし

て誕生した。 

  当初は河川敷地占用許可準則があり営業活動は禁止されていた。しかし、「河川空

間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、河川敷地占用許可準則が改正

され、一定の要件を満たす場合には特例として民間事業者も営業活動を行うことが可

能になった。 

  歴史等を紐解くと、本市にも共通点がある。犀川は、かつて松本と善光寺平を結ぶ

水運事業『犀川通船』が営まれ、女鳥羽川と田川の合流点に船会所を設け、明治時代

には、いくつかの通船会社ができた歴史がある。 

  本市では、女鳥羽川を活用したイベントがあり、例えば六九商和会がイベントを開

き信州大学生が企画から参加したり、女鳥羽川沿いの市道を歩行者天国にして飲食な

どができるよう手すりに木製カウンターを設置してイベントが行われたり、縄手通り

を中心に水辺のマルシェといったイベントが開催されたりしている。 

  本市はいくつかの『カワ』があり、女鳥羽川だけではなく他の『カワ』等を活用し

ていくべきではないかと考える。例えば『薄川』では、子供達をターゲットとしたキ

ャンプなど、『カワ』を含めた自然体験の場の提供が考えられる。また、薄川花火大

会での屋台は道路沿いにしか置けないのが現状であるので、道路沿いだけではなく河
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川敷にも置けるように河川空間を利用していくべきだと感じた。また、『奈良井

川』・『犀川』では、「犀川通船」の歴史を学んでもらう、小舟等を使った歴史体験

の場の提供が考えられる。 

  このように、女鳥羽川・薄川・奈良井川・犀川と中心市街地を結んだトライアング

ルをとした、『カワ』を活用した活性化も一つの手であると北浜テラスの視察に行き

感じた。 

 

２ 高松丸亀町商店街再開発について 

  個人の有する土地は、どのように使おうが個人の勝手であり、空き地のまま放置や

シャッターを降ろしたままの商店の放置といった不動産の低未利用が問題となってし

まう。土地の利用方法を制御する仕組みを作らない限り、街の活性化は不可能である

ことから、高松丸亀町商店街では、定期借地権を使った「エリアマネジメント」で

Ａ、Ｂ、Ｃ街区〜Ｇ街区（Ｇ街区は定期借地権ではないやり方でやっている。）に区

分けし、各街区に役割を持たせた。 

  次に事業展開では、ライフラインの再整備である。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｇ街区にある建物

の固定資産税は開発前は数千万円であったが、開発後は 1 億円以上の固定資産税は直

接、地方に降りる自主財源である。 

  民間主導型の第３セクターである高松丸亀町まちづくり株式会社は、高松市から

５％だけしか出資されておらず、残りの９５％は高松丸亀町商店街振興組合が出資し

ており、エリアマネジメントで駐車場経営による活動資源の確保等を行っており、ほ

ぼ自主財源で取り組まれている。 

  高松丸亀町商店街再開発の視察に行き感じたことは、本市の今町通りや大手通りは

シャターが閉まっている店舗が数多くあり景観を乱してしまっているのは一目瞭然で

あることから、高松丸亀町商店街再開発を応用した再開発を考えていかなければなら

ないと感じた。 

 

３ ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)について 

  ＱＵＲＵＷＡ戦略は公民連携手法の導入した基本計画だ。まず乙川リバーフロント

の基本理念は、豊かな公共空間とそうした空間内に設置される収益施設、その周辺の

民間の資源（商業集積、遊休不動産等）といったまちの既存ストックが集積されてお

り、これらをうまく組み合わせ、連携の乏しい都市機能の一体化と相乗効果を高め、

公共投資を呼び水として民間投資を誘発し、都市型産業の集積と雇用の創出を図るこ

とを通じて、市民生活向上と生産と消費の域内循環、広域経済の活性化を図り、「持

続可能な都市経営」の実現を導く。 

  次にＱＵＲＵＷＡでは、岡崎市中心市街地の多様な魅力を味わうことができる約３

ｋｍのまちの主要回遊動線で、名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地等の公共空間の各拠点を
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結ぶ主要回遊動線となっており、その取組みが基本計画に基づきながら実行されてき

た。 

  また、地区の課題では、岡崎市内各所にある歴史・文化・自然資源を活用した観光

産業の育成が求められていた。中心市街地の空洞化等の課題があり、ＱＵＲＵＷＡプ

ロジェクトでＰＰＰを活用した事業を展開し課題を克服した。 

  また、道路再構築事業では、規制緩和による認定団体を組織オープンカフェなどの

道路空間を利活用する民間の取組みの事業化と、それに併せた道路空間再配置を含め

たプロジェクトも行われている。本市でも、松本城交差点から千歳橋北詰までの区

間、歩道を拡幅し、車道との段差をなくして平らにしベンチなどを置いたりし、人が

集いやすくし、賑いのある空間に向けて再整備に着手する予定であるのでＱＵＲＵＷ

Ａ戦略と同様に、まちなかの空間を余すことなく利用していかなければならないと、

視察に行き感じた。 

 

４ 最後に３市が共通しているのは、行政主体でやるのではなく民間主体でやってお

り、ＱＵＲＵＷＡの公民連携における行政の役割で補助金を出さないとあったが、あ

くまで行政は手助けする位置にいると感じた。 

  また、高松丸亀町商店街再開発、ＱＵＲＵＷＡ戦略で、どちらも共通しているのは

街中空間から自動車等を隔離し、歩行者空間のまちづくりをしている。このことに鑑

みれば、松本駅から伊勢町通り・大名町通りを抜けて松本城まで行く観光動線は非常

に重要であると考える。自動車等と歩行者の棲み分けた空間が必要であり、警察との

協議をしなければならないが、年に数回歩行者天国を実施し、まちなかに人が集いや

すい空間を作らなければならないと今回の視察で感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年 ８月２０日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                           総務委員 西澤 郁弥 
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ 北浜テラスについて 

水の都のイメージがある大阪の地の民間主導で行っている北浜テラスは、スタート

の下ごしらえから焦らずに基本を大切にしたから、勢いよく拡大したのではないかと

思う。行政が介入しようとした時に基本的な考え方をしっかり伝え、自分たちの構想

を着実に創り上げている感じがした。民間での盛り上がりが主体になると、行政は応

援したくなり、それが合致することによって事業のスピード感が出てくるのを北浜の

風のように強く感じた。 

水を基調にしている松本市にも取り入れることは可能ではないかと思います。規制

をうまく取っ払い、松本ぼんぼんなどのお祭り等の時に試験的に行い、準備期間を経

て実施していければ良いかと思う。 

しかし、市街地の皆さんの絶大な協力が必要になり、例えば商店街が主体となり行

動を起こしたとして関係の連携が取れない部分を黒子として行政が動く。規制を取っ

払うから民間で上手にやろうという気迫がないと成功しないのではないかとも感じ

た。誰かが根気よく主導していき、継続活動できないと苦しい場面は出てくるが市民

の幸福を考えれば面白味が十分ある事業であり松本でも取り入れたいと思う。 

 

２ 高松丸亀町商店街再開発について 

  行政では及ばない発想力というか、自分たちの街を愛しているからアイディアが浮

かぶのか、空間の使い方が非常にうまいと感じた。松本市にはまるごと博物館構想が

あるが、その構想の考え方をより具現化した商店街の街づくりではないかと思った。

中心市街地活性化法の基本になった街というのも頷ける点である。 

  一番良かった点は、一番ひとが寄り合う場所を吹き抜けにした点ではないかと思

う。いくら土地を開放したとしても人が寄らない商店街では意味がない。松本市で取

り入れるならまずは松本城を中心とした街づくりついて、改めて過去の歴史を紐解い

ていく必要があるように感じた。 
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  中心市街地活性化を目指して動き出した松本市にはよいモデルケースになると思

う。この商店街を歩いていたら風の吹き抜けが素晴らしいと思いました。考えられて

設計されたのか不明ですが風が通り抜けることは人も通るのではないかと思います。

人の血液と同じで風が通り抜ける街づくりを目指していければ市街地の活性化もでき

るのではないかと考えます。 

 

３ ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)について 

まずこの事業に携わっている職員が１２年同じ部署に配置されていることに驚い

た。民間は、職員の異動を嫌うという理由の説明を聞いたが、継続して事業に携われ

るのは経験や自信に繋がるので良いことではないだろうか。松本市にもこのように継

続して事業に張り付く職員風土を創ってほしい。癒着等よりやりがいを感じて仕事に

専念できるのではないかと思います。 

人の流れを考えた街づくりになっているのかと思う。もう少し歩きたい先まで行き

たいと思えるような創りになっていて回遊性をよく考えられたのが実感しました。色

分けされた空間スペースはわかりやすく歩きやすさの幅を広げているように感じた。

松本市に置き換えれば歩きたいと思わせる歩道の整備を今後市街地活性化と共に考え

ていかなくてはいけないのではないかと思う。 

商店や歩く等の考えも重要ではありますが城、道、川、風、歴史などを活用して基

本的なあるものをどのようにしていくのかが重要ではないかと思います。いくらいい

知恵をだしても市民に伝わらなければ意味がないのでシンプルイズベストの考えで市

街地活性化に取り組んでもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年 ８月 ７日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                            総務委員 若林 真一 
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ 北浜水辺協議会（北浜テラスの取組みについて） 

 ⑴ 北浜水辺協議会について 

ア ２００８年１０月「川とまちをつなげたい」とビルオーナーやテナント、地

元、ＮＰＯが連携して初めての河床社会実験が実現した。 

イ 北浜水辺協議会は一括して大阪府より河川占用許可を受けて北浜テラスの運営

管理を行っている団体で２００９年７月北浜水辺協議会が発足、日本で初めて任

意の地域団体で占用許可を受け、日本で初めて川床の常設化を実現し３川床でス

タートした協議会である。 

ウ 目的 

(ｱ) 水辺の立地を最大限生かして水の都大阪の再生・北浜地域の活性化に寄与す 

ること。 

(ｲ) 世界に誇る水辺の景観を創出すること。 

(ｳ) 持続可能な仕組みを構築し、大阪の風物詩をつくること。 等 

エ 活動内容 

新たな川床の設置推進、清掃活動、共同プロポーション、川床の構造、運営ル

ールの策定・運用、水辺の賑わいづくりの調査・企画等 

オ 会員 

    川床を設置しているビルやオーナーやテナントだけでなく地域の人々やまちづ

くりＮＰＯ等が参加し理事会と部会等を組織している。 

  カ その他 

    北浜という地名は、船場の最も北にある水辺を意味し、江戸時代の初期から米

市場（後の北浜会所）や金相場会所があり、金融の中心地として栄えてきた。土

佐堀川に面した一画は、川の眺望が非常によく、舟運にも恵まれ、加賀伊などの

料亭や料理旅館が軒を連ね、船場の旦那衆が小船で乗り寄せ店に上がる粋な別天

地をなしていた等の歴史があった。 
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    １９１１年、土佐堀通が市電開通に伴い拡幅されると、水辺の街区は分断され

徐々にその華やかな面影を失い水辺の建物は次々と証券会社のオフイスに変わ

り、まちは川を必要としなくなっていった。近年は超高層マンションが建つなど

北浜は株中心のまちに変貌を遂げようとしている。 

 ⑵ 北浜テラスの取組みについて 

ア 土佐堀川に面する北浜エリアは、水都大阪のシンボル・中之島の対岸に位置

し、中央公会堂や中之島公園が目前にある非常に恵まれた立地にあるにも関わら

ず、建物が川に背を向けその価値を活かした利用がされていなかった。又、中之

島周辺では、親水性を高めた水辺空間の整備が図られ、年間を通じて数々のイベ

ントや、水都に関する催が実施されているが、周辺地域への波及が少なく、日常

的・継続的に魅力を感じられる仕組みや工夫が求められていた。このような背景

のなか「川と街の連続性をつくりたい」「大阪ならではの風物詩をつくりたい」

との想いを共有した地域の人々・市民の発意のもと「水都大阪２００９」による

官民協働の取組みとして誕生した。 

  北浜テラスは水都大阪２００９の理念を継承した事業として、水都大阪２００

９終了後も民間事業者やＮＰＯなどの市民団体の手によって継続して実施されて

いる。なお、民間団体としては全国で初めて、河川敷の包括的占用者として許可

を受け１年を通じて川床を楽しむことができるようになった。 

イ 河川占用許可関係 

 (ｱ) 水系・河川名 １級淀川水系・土佐堀川 

 (ｲ) 河川管理者  大阪府知事 

 (ｳ) 占用主体   北浜水辺協議会 

(ｵ) 占用施設   歩道橋、船着き場、船舶係留施設、関係施設と一体をなす照

明・音響施設、切符売り場等 

ウ 国土交通省施策による河川空間のオープン化 

    河川は公共用物であり、他の河川利用者や近隣住民の迷惑にならないよう配慮

し何人も自由に使用できる場所。しかし河川敷を排他・独占的に使用する場合に

は河川法第２４条に基づき、河川管理者による土地の占用の許可が必要、その許

可基準が「河川敷地占用許可準則」である。 

    しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け平成２３

年に河川敷地占用許可基準が改正され、一定の要件を満たす場合には特例として

民間事業者も営業活動を行う事が可能となった。これを「河川空間のオープン

化」といい、現在２８都道府県で１１６事例が実施。ちなみに長野県では事例無

し。 

 ⑶ 所管 

今回の視察に際し、大阪まちプロデュース責任者の山根秀宣氏の説明を受けた。
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「川床」実現の立役者であり、まちづくりにかける熱い思いが強く感じられた。川

床と言えば京都の鴨川等が有名だが、北浜の土佐堀川沿いの飲食店等が、川側へせ

り出した屋外座敷をつくりたいという思いもあり、時代の流れや国土交通省の規制

緩和の流れもあり、実現したと思うが、山根さん方々の陳情や、取組みがあったか

らこそ、一定の要件を満たす場合には特例として民間事業者も営業活動を行う事が

可能になったのではないかと思いました、いずれにしても、さまざまな規制等法的

な事を先に考えてしまいがちですが、要は地元があって自治体がある位の柔軟な考

えが必要と強く感じ、有意義な視察でありました。 

  

２ 高松丸亀商店街振興組合（高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）について） 

 ⑴ 内容 

ア 概要 

  高松丸亀町は、１５８８年に築城された高松城の城下町として栄え、開町４３

６年目を迎えている。高松市中心部にある８つの商店街の一つで、南北に全長４

７０ｍ、１階部分店舗数１１９で構成される市内最大の商店街 

イ 今回の視察の視点 

 (ｱ) 民間主体の再開発と持続可能性について 

 (ｲ) 多様な利害関係（特に地権者）の利害を調整した計画と利害関係者間の合意

形成 

(ｳ) 定期借地権制度を活用した土地の所有と経営の分離「オーナー変動地代家賃

制」といった独自の再開発スキーム 

(ｴ) 「生活者目標・生活者志向のまちづくり」というまちづくりのコンセプトで

なく「居住者」を呼び戻すという発想の転換→自分たちが住みやすい環境にす

る。 

  ウ 再開発に向けた取組み（概要） 

    １９８８年には開町４００年祭が開催されたが「全国的に中心市街地周辺での

駅前再開発や郊外のショッピングセンター建設が次々と表面化し始め大型店出店

も始まった」高松丸亀町も過去いろんな取組みをしてきたが、１００年先を見据

えた時もっと抜本的な改革が必要ではないか。」という意見が振興組合理事長か

らあり、これが再開発事業の出発点となった。このようなことから、再開発にあ

たっては民間主導の再開発にこだわり１９８８年に振興組合が９５％、高松市か

ら５％を出資して「まちづくり会社」を設立し、再開発に向けた取り組みを進め

た。 

  エ 再開発の成果 

   (ｱ) ２０００年頃に９，５００人／日まで落ち込んだ通行量が、２０１８年には

３６，０００人まで回復してきた。 
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   (ｲ) 内閣府地方創生推進「都市再生の取組み事例」において、年再生緊急整備地

域に指定された高松駅周と合わせて「都市再生の効果がみられる」と評価され

た。 

  オ 特徴的取組み 

   (ｱ) 開発地域をＡからＧまでの７街区に区分し、Ａ・Ｇをトリガーにした連携型

事業展開。各地区にそれぞれコンセプトを持たせることで、商店街全体を１つ

のショッピングモールと見立てた。 

   (ｲ) 地権者が所有する土地に定期借地権を設定することで、権利床の変更を行わ

ず地権者は所有権を維持。さらに地権者が共同出資会社を設立し保留床も取

得。共同出資会社から権利床・保留床のマネジメント委託を受けたまちづくり

会社が運用して地代家賃を地権者に配分（所有者と経営（土地利用）を分離 

   (ｳ) テナントの売り上げに応じて、地権者が得る地代家賃収入が増減する「オー

ナー変動時代家賃制」の導入 

   (ｴ) 個人の経営努力向上ではなくむしろ廃業支援を実施。価値観の多様化やライ

フスタイルの変化に素早く対応し商店街の魅力を負い実施するためには、昔の

ビジネスモデルのまま商売を続ける商店主には土地所有権をてばなすことなく

商売から退出してもらうという発想 

   (ｵ) 医療・介護施設を入居させ、特に高齢者に住みやすいという「居住者のメリ

ット」、居住者の中心市街地回帰に伴うコンパクトシティの実現による行政コ

スト削減や税収増という「行政のメリット」、更に再開発事業成功による「金

融機関のメリット」等、負担コストを上回る相対的便益を実現することで利害

関係者間の合意形成を実現している。 

 ⑵ 所管 

   中心市街地からの撤退や郊外のショッピングセンターの建設が進む中で、民主体

の再開発と多様な利害関係者の利害を調整した計画と合意形成「定期借地権制度を

活用した土地の所有と経営の分離」、「オーナー変動地代家賃」、更には居住目線

の中で居住者を呼び戻す施策、個店の経営力向上でなく、むしろ廃業支援を実施し

価値観の多様化やライフスタイルの変化に対応している等素晴らしい視察でありま

した。 

 

３ 岡崎市（ＱＵＲＵＷＡ戦略（乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計

画）について 

 ⑴ 内容 

  ア 乙川リバーフロント地区の概要と市民提案の基本理念 

    もともと、乙川リバーフロント地区（ＱＵＲＵＷＡエリア）は、豊かな公共空

間（河川、岡崎城、公園、緑道、図書館など）とそうした空間内に設置される収
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益施設、その周辺の民間の資源（営利／非営利の活動、商業施設、遊休不動産）

といった街の既存ストックが集積している。これらを組み合わせて連携の乏しい

都市機能の一体化と相乗効果を高め、公共施設を呼び水とした民間投資を誘発

し、都市型産業の集積と雇用の創出を図ることを通じて、市民生活向上と生産と

消費の域内循環、広域集客による地域経済の活性化を図り、「持続可能な都市経

営」の実現を目指すもの 

  イ ＱＵＲＵＷＡ（くるわ）について 

    「くるわ」とは、岡崎市中心市街地の多様な魅力を味わうことができる約３㎞

のまちの主要回遊動線で、名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地、桜城橋等々と岡崎公園

等の公共空間の各拠点を結ぶ主要回遊動線となっている。岡崎城の総曲輪（そう

ぐるわ）と市場が重なること、全体が「Ｑ」の字に見えることから、「ＱＵＲＵ

ＷＡ」と命名された。 

  ウ 岡崎市及び乙川リバーフロント地区の課題（市民からの基本構想提案） 

    多くの課題があるようだが、中心市街地の空洞化と地区内の高齢化率は、全市

の２１％を大きく上回る３６％に達し、郊外大型店の進出で商店数も減少、商業

地区としての性格が薄れるとともに、地区内人口減少と高齢化かが同時に進行し

ており短期的には高齢者の日常生活圏再構築と中長期的には生産人口の流入促進

が課題となっていた 

  エ 乙川リバーフロント地区の既存資源の利活用 

    地区内には岡崎城、城下町、宿場町、総堀、神社といった歴史的・文化的資源

が点在併せて乙川河川緑地、岡崎公園、中央緑地等豊かな公共空間と公共施設が

存在している。これらの既存地域資源を有効的に接続・利活用することが求めら

れていた。 

 ⑵ 所管 

本市において松本駅前～松本城を見たとき、乙川地区とほぼ同様の歴史的・文化

的資源が点在し、併せて女鳥羽川等の河川緑地などが所在している。これらを点で

結ぶだけでなく、総合的に・有効的に接続していく事が求められていると感じた。 

また、駅前公園、ブエナビスタ前の公園（平面的に整備をする。）、花時計公

園、松本城公園を周遊できるよう、一体的になる整備をすべきとの市民意見が届い

ている。 

   本市のこれからのまちづくりに対して、有意義な視察であった。 

 

 令和６年 ８月１９日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                           総務委員 村上 幸雄 
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ 北浜テラスの取り組みについて 

 ⑴ 内容 

法政大学の保井美樹氏は、「都市の川が汚れていたころ、都市開発は川に背を向

け、川を隠すようになった。」、「近年再び親水空間の整備、暮らしを豊かにする

地域資源として川をとらえる都市開発が増えている。」と述べている。確かに川を

街づくりに活用する発想は新しい分野だ。 

川というと「占有料がいるんでしょ、活用できるの？」で、「結局難しそう。」

となる。しかし、全国では川の活用が広がっている。川や河川敷を活用してイベン

トや交流、環境教育の取組みが全国の都市部で増えている。河川の利用については

規制緩和が進み、２０１１年には営業活動を行なう事業者等の河川敷地の利用が可

能になった。こうした法改正を後押ししてきたのは広島の京橋川の規制緩和など

だ。名古屋市の堀川のオープンカフェなどにつながっている。 

大阪市土佐堀川での山根秀宣氏を中心とした北浜テラスの取り組みは画期的だ。

山根氏はかねてより川の活用を行政に訴えてきたが進まないことから、自身が民間

での取り組みに着手。行政からは全く財政支援を受けていないことが特徴だ。堀川

に背を向ける形で立ち並ぶビル群の川側の利用に着目し、室外機などの課題を克服

しながらテラスを設置、カフェやイベント開催に成功、昨年は２５万人の利用者に

到達した。山根氏は不動産業者でもあり、この地に目をつけて２００６年にビルを

購入、リノベーション後は貸室が満室に。 

周辺を誘って賛同者を募り川床研究会を立ち上げた。テラスの工事は、ビル群と

川の堤防との間のスペースを利用して足場を組み、腰窓を開口するなどの工事をし

ながら２００８年にオープニング。賛同してくれたのは１１件だったが様々制約が

あってテラスを出せなくなる例もあり、結果的に３店舗がテラスを出せるようにな

った。周辺の店に飲みに行くことから始め、声がけから研究会の立ち上げまでの粘

り強い取り組みは舌を巻くほかない。橋下知事が視察に訪れ、８軒にできないか提

-31-



案されたが、それまでの苦労話で困難との納得に至った。 

北浜テラスを活用して様々な文化イベントが開催され、２０か所以上のメディア

で取り上げられた。 

特徴は建築基準法に該当しないよう屋根を付けず、手すりを７５センチに低く抑

え、幅広にしたことだ。また河川敷占用許可を取っている。 

財政面では、河川占有料はそのまま河川管理者である大阪府に行ってしまうが、

北浜水辺協議会として、会費（川床会費、正会員会費）、デザイン許認可調整費、

解体撤去保証金を、川床設置ビルオーナーから徴しており、持続可能性は確保され

ている。 

これからの方向として要求しているのは、天神祭りで船に神酒を渡すが、テラス

からは許可されていないので、それが可能になることと桟橋からの利用を求めてい

る。もっと川にせり出せるデザインにすることやお店を出せる店舗を増やすことも

将来的には展望している。川床はまだ進行形だ。 

 ⑵ 所感 

街づくりを民間の方がこれほどまでに真剣に取り組んでいるとは、正直目を丸く

した。民間なので当然利益にも結び付くように制度設計され、街の賑わいのみなら

ず人々の幸せ感の醸成に大いに結びついている。川端の利用は松本市ならば女鳥羽

川沿いの取り組みがあり、松本市なりの充実・発展が今後の課題だと思う。 

 

２ 髙松丸亀町商店街再開発について 

 ⑴ 内容 

再開発前は建物の老朽化や不合理な店舗配置などで問題が山積み。これを定期借

地権利用で土地の所有と利用を分離し、商業床を一体的にマネージメントした。街

の形態は日本最大の商店街エリアであり、コンパクトシテイという特徴がある。 

バブルなどの影響で空洞化し、地元紙は香川県の経済について、卸・小売りにつ

いて事業所数の減少と従業員数の減少塗り上げの減少を伝えている。売り場面積は

増加しているのにシャッター通りになっている。 

再開発はＡからＧまでの街区に分け、居住者を取り戻すこと、民の主導を重点に

進めた。マンション、セレクトショップ、広場、フードコート、美、健康、ケア、

病院などを設置。総事業費は約７０億、国交省からの補助金２８．２億円、経産省

補助金８．４億円など国からの補助金が約半分、中小企業高度化資金借入れ８．６

億円など。自己資金は０．７億のみという内容。新しい街区により市への固定資産

税は１億円以上増えた。  

官とも連携することで、一緒に街づくりを進める。商店街の役割として公共性を

意識することができる。 

医療過疎が起こった。地域包括ケアシステム的な医療体制を考え、かかりつけ医
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の必要性を感じ、総合メデイカルセンターを開設、上のマンションへの往診と訪問

看護が可能になった。食で商と農をつなぐ試みも行ない、農家は活躍できるステー

ジも増えた。高齢者の足の確保、駐車場経営なども試みている。 

特徴をまとめると、一つはソーシャルビジネスの技として株主資配当せずに成長

部門に投資し、利益を生まない形で開発すること、貸した側に権利が付かない新し

い借地借家法のもとで６０年の定期借地権を利用したこと、世界のトップブランド

を呼び寄せたこと、高齢者の入居を意識したマンション計画や包括医療など高齢者

のくらしをよりよくすることを考えていること、食との連携も意識する、しかも民

間主導という点が注目点だ。借金が６０億円あったが残り２億円になり、発展的と

なると若者が付いてくるとのこと。ただし契約者には厳しく、売り上げ達成の目標

が困難なら契約解除し他の事業者を入れることや地権者に配当をきちんと払うなど

縛りはもちろんある。本来であれば官がやるべきことにも目を向け、民間主導で商

店街再開発は他に例がないのではないか。 

 ⑵ 感想 

実際のところどんな受けとめか地元高松市の共産党議員団に聞いてみた。総事業

費は２８０億で、税金は約１１０億投入されている。国が半分、県と市が４分の１

ずつ、高松市は２８．５億円投入している。党議員団は市の税金投入に対しては反

対してきたそう。税金の使われ方としてどうなのか、旧来のお店の方たちのことな

ど検証されていないことや、この商店街だけは盛り上がっているが周りはさびれて

いること、市民の皆さんがよく利用していたスーパーが閉店することなど、不安材

料はあることをお聞きした。 

報告者の方の資料には、「破綻を迎えつつある資本主義」、「資産を集積・共

有・分配する新しい仕組みの社会実験」という既述があり、これは私も共有できる

認識だ。「すでに破綻してしまった共産主義」とあるが、むしろ資本主義の次にや

ってくるのが共産主義だというのが私どもの認識だ。資本主義をベースにしながら

新しい形の仕組みとしての「新社会資本主義」という表現は、どこか共通する思い

を感じることができる。 

ばく進中の丸亀町商店街だが、取り残されるのはいつの時代も弱い市民や零細商

店だ。発展の陰で苦労する市民がいないか、行政がしっかりとくみ取らなければな

らないと感じた。 

 

３ ＱＵＲＵＷＡ戦略について 

 ⑴ 内容 

岡崎市では岡崎城や岡崎公園、籠田公園、交流プラザ、東岡崎駅などを擁する３

キロの地域をお城の郭に見立て、形状がＱに似ていることからＱＵＲＵＷＡと称し

ている。この地域内に乙川が流れ、河川敷活用も大きな魅力である。ＱＵＲＵＷＡ

-33-



 

戦略とは、この地区内の公共空間を活用して民間事業者を引き込み、官民連携プロ

ジェクトを実施し、街の活性化を図る事業である。岡崎市の課題としては、生産年

齢人口の減少などからくる経済の縮小、空き家増加などからくる環境悪化、税収減

少、高齢化等による歳出の増大が挙げられる。公民連携で良質な都市空間や暮らし

やすい街づくりを目指し、結果として観光産業都市を目指す。 

建設関係のプロを多く含む 5 人のアドバイザーと共に進めた。すでに整備が終了

した籠田公園は、かつての姿から一変、子どもも過ごしやすい美しい場所になって

いた。特に噴水は子どもたちが大好きだ。ラジオ体操や防災公園としての利用、学

生の学習の場、キッチンカーなど集積の人の層が変わった。中央緑道も改修後は人

が集まる場所に変身。スケートボードは禁止だが、ダンスの練習やマーケットに活

用されている。街中のピクトグラムは同じデザイナーが考案したもので、可愛く新

鮮だ。閉鎖していたビル１階のリノベーションも成功している。そして乙川にかか

る桜城橋は全面地元産の板張りで、その広さ、ゆったり感、温かみは極上だと感じ

た。よくぞ財政がＯＫした。橋の雑巾がけというとんでもない発想をおもしろがる

人々は、橋がそうさせたのか。 

ＱＵＲＵＷＡ周辺の７町会はこれらの再生の会議に参加したことから連合会とな

り、リニューアル後は検討会議へと変更、新たな発展方向にある。そして、出店

数、路線価、税収などの指標が上昇気流になっていることは明らかにこの事業が

人々に喜ばれている明かしだ。脱炭素も意識している点はいい。 

 ⑵ 所感 

かなり思い切った財政投入は相当な思い入れがあったと感じる。再整備された場

所はどこもうらやましい出来栄えで、松本市も良く目を凝らせば再整備できるとこ

ろがもっとあるのではと思いをめぐらした。岡崎市や７町・広域連合会が行ってき

たように市民から意見を集約していくことがやはり第 1 歩だと確信した。ＰＦＩは

検証すべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年 ８月 １５日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                          総務委員  犬飼 明美  
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行 政 視 察 報 告 書 

総務委員会行政視察 令和６年７月２４日(水)～２６日(金) 

視察先 

及び 

視察事項 

令和６年７月２４日(水) １ 北浜水辺協議会 

 北浜テラスの取組みについて 

令和６年７月２５日(木) ２ 高松丸亀町商店街振興組合 

 高松丸亀町商店街再開発（まちづくり戦略）に 

  ついて 

令和６年７月２６日(金) ３ 愛知県岡崎市 

   ＱＵＲＵＷＡ戦略(乙川リバーフロント地区公民 

 連携まちづくり基本計画)について 

１ ７月２４日（水）北浜水辺協議会（北浜テラスの取り組みについて） 

 ⑴ 概要 

   地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」の、オフィス街を流れる、土佐堀を堺筋通が、横切

る上下流に展開される土佐堀にせり出し、オフィスビル正面からの通路を抜けれ

ば、中之島公園の緑地と、涼やかな水を愛でる川床が、ゆたやかな風情を醸し、め

まぐるしい世情を忘れさせ、ひと時の雅な安らぎを覚えさせるお店の有り様を視察

しました。 

   明治維新の緊張関係を是正するため、岩倉具視、大久保利通が中心となり、板垣

退助、木戸孝允、井上馨、伊藤博文等が１８７５年（明治８年）から「大阪会議」

として三権分立の合意形成を計った事が、昼食を頂いた「サンドイッチパーラー４

７」の壁面にレリーフとして残っている。 

   その地で、北浜水辺協議会が、北浜テラスを運営する事に大いなる因縁を感じる

ものである。 

   北浜テラスは、様々な社会実験を行い、２００９念（平成２１年）に設立された

北浜水辺協議会が、大阪府より、民間初の包括的占用者として、河川占用許可を受

けて運営管理を行っている。 

   主要目的として、 

  「水都大阪の再生・北浜地域の活性化に寄与すること」、 

  「世界に誇る水辺の景観を創出すること」、 

  「持続可能な仕組みを構築し、大阪の風物詩をつくること」、 

  の三項目を基本として、新たな川床の設置推進、清掃活動、共同プロモーション、

川床の構造・デザイン・運営ルールの策定・運用、水辺の賑わいづくりの調査・企

画などを行い、行政とのパートナーシップの下に、会員と地域の人々が、理事会、

部会などを組織して川を楽しむ活動をしている。 

   ２００９年（平成２１年）に「水都大阪２００９～川と生きる都市・大阪」の実
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行委員会と、前年から共同して通年の河川占用許可を得て、ビルオーナーの熱意と

共に、３つの常設川床で始まり、２０２４年（令和６年）１４店舗による、１５川

床があり、民間の公共資材の積極活用活動として注目されている。 

   今後は、水上バスの乗降だけでなく、川からも訪れる事が出来る川床、雨でも楽

しめる川床、緑豊かな水辺の実現を目指していく予定のようである。 

 ⑵ 考察 

   民間が主体となる事は、政府の諮問会議に、経済関係団体長や、成功した経営者

が入り議論する状況では、行政も儲けろとなり、行政改革構造改革が進んだ事から

予見していた事だ。 

   これが、公共の在り方なのかどうかは別にして、今回視察した都市は、おおむね

成功していると思う。 

   ただ、この事が、どこでも成功するかは、住民の捉え方次第であり「行政は視察

に来るが、商店街等は視察に来ない」との記述に見られるように、まちの在り方に

対する思いの違いだと思わざるを得ない。 

   北浜テラスについては、商人の町大阪の、面目躍如と思える民間主導のまちづく

りだと大いに感動した。特に中之島の行政主導の館が、二軒ほどしか現存していな

いと言われた時の自信には敬服するものを感じた。 

   土佐堀の船祭りも、テラスの存在が欠かせない要素であるとも感じた。 

   今後、公共物である土佐堀が、自在に使えて、暑さ、寒さ、風雨時でもテラス利

用が出来るように行政とのすり合わせが出来て、全国どこでも同様の法律制限解除

の先駆けになります事を願うものである。 

   さて、事、松本を取り巻く水については、東の美ケ原高原を源とする河川、南信

境を源とする河川、北アルプスを源とする河川が、松本市に流れ込み、多くの湧水

井戸をも抱え、市内河川と、松本城のお濠が市民は勿論の事、この地を訪れる人々

に、山紫水明をものの見事に体現させる要素としてある。 

   それが返って、当たり前の市民と、訪問者との間に、水が見せる魅力に乖離があ

ると感じる。そこに住む人々が、水を特別なものとして捉えれば、なお、訪れる人

には感動以上の感激を与えるのではないかと思えば、川とお城と生活を一体化出来

る床や遊べる川床を作り、美ケ原高原から、北アルプスの眺望も視野にする「まち

づくり」を誘いたいと思う。 

 

２ ７月２５日（木）高松丸亀町商店街振興組合（高松丸亀町商店街再開発（まちづく

り戦略）について） 

 ⑴ 概要 

   高松市の中心部にある丸亀商店街は、高松藩の商人を集めた場所である。ＪＲの

予讃線、瀬戸大橋線、土讃線、高徳線の終点の瀬戸内海の港駅である。バブルによ
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る地価高騰で中心部が空洞化し、同時に、１９８８年（昭和６３年）に瀬戸大橋が

開通し、大型店の進出により、地元商店街が衰退。 

   多くの再開発事例において、役所主導では、前例主義、税金、リスキーな事は避

けるとなり、民間が、貸し剥がし、貸し渋りで債務超過になるとの事例が予見さ

れ、バブル好況期の後を心配する商店街の若手がいた。実際、ここの商店街も、バ

ブル崩壊による不良債権を抱えたままでは、廃業も、投資も出来ずにいたが「やら

ざるを得ない」をコンセプトとして、商店街が、一致団結して最後の選択をしたの

が、全長４７０ｍのアーケード街を７つのテーマに分けて、超高齢化時代の居住者

を取り戻す「医食住」による再開発を「身銭を切る」との覚悟を共通認識にして、

商店街の意志で再開発をすると決め、現在も進行中である。 

   開発において、どの地域でも所有権が立ちはだかるのが当たり前であるが、丸亀

商店街では、所有権者中心のまちづくりでは、勝手にテナントを入れる事によっ

て、「医食住」に必要なテナントミックスとならないので、所有権はそのままで、

利用権を放棄してもらい、建物に６０年の定期借地権を設定する事によって、再開

発を進める事が出来た。完成した街区は、下層階は商業、中層階はコミュニティー

施設、高層階は住居構成として、生活に必要な様々な、テナントミックスとしての

店舗がマネージメントされて、車に依存しないで生活出来ることから、様々な居住

者も増えて、不動産価格も高値移行するダイバーシティーとも言える「医食住」商

店街となった。 

   土地所有者は「商店主」ではなく、人口計画、必要施設の計画で利便性を高め、

人を呼び込めるまちづくりをする「まちの経営者」である。そして、まちづくり

は、都市計画法、建築基準法、建築法等の法律と向き合い、要望を実現させ、一言

で言えば「便利な快適なまちづくり」行っているが、更なる要望と法解釈の乖離を

埋めつつ、真の官民連携を模索している。 

⑵ 考察 

   全国統一の、法律に則った行政手法の元に、発想主体の民間手法での「まちづく

り」には相反する事象があるのは当たり前だが、それを、更なる発想力の元に官民

が柔軟に連携すれば、順法の中に、主体者たる「まちの経営者」と住民が満足出来

る「まち」が出来るのだと思う。その中では、入居者、移住者に選ばれるまちとし

て「医食住」のテナントミックスの「まちなみ」を意識しなければならないと思

う。 

   松本市も、中心商店街の、昼夜の人口差が無い状況を、あえて作らなければなら

ないと思う。 

   松本城の在り方、特に世界遺産を意識すれば、土地所有権と利用権の分離によっ

て、お城の緩衝地帯創出に寄与出来るかを考えなければならない。その時に、土地

所有権と利用権を考えなければならないと思う。 
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   このような、民間主導の再開発の取り組みが、高齢者、シニア世代、障がい者等

が、便利さと、安心安全な、コンパクトシティーに向かうとしたなら、郊外地の在

り方が、食料に直結すると考えれば、国や自治体が主導して、食料安全保障地とし

て、郊外地の在り方を考えれば、更なる商店街の後押しにもなり、車中心との調査

結果の有る、若者世代の在り方が郊外住で、国土保全に寄与している重要性に思慮

出来れば、存在価値を誇れる事によっても、官民連携が進展すると思う。社会の中

での存在位置を認識する事は、大事な社会生活要素だと思う。 

 

３ ７月２６日（金）愛知県岡崎市（ＱＵＲＵＷＡ戦略（乙川リバーフロント地区公民

連携まちづくり基本計画）について） 

 ⑴ 概要 

   平成２７年度から、市民ワークショップからの提案を受け、社会実験を行い、

「乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画」「ＱＵＲＵＷＡ戦略」を

実施してきた。 

   都市経営状況が、経済縮小による雇用、所得が減少し、生活環境が悪化し、税収

減、歳出増、高齢化の進展、まちの魅力減、労働の多様性欠如を是正するため、岡

崎城を中心にした曲輪（くるわ）の中で、半分を占める河川、道路、公園の公共資

産を生かした「これからの１００年を暮らすために」として、街路空間を「車中

心」から「人中心」の空間に再構築する「ウォーカブル」なまちづくりを目指す。 

   副題としては「新しい住み方・働き方・遊び方を楽しむ」として、公民連携とし

て、管内７町広域連合会と始めたが、将来志向のために、収益事業を行える「株式

会社Ｑ－ＮＥＸＴ」を設立して、収益をＱＵＲＵＷＡ戦略に投資出来る仕組みを作

った。それにより、住民中心のコミュニティー活動が様々に展開している。 

   ７拠点での公民連携プロジェクトが、回遊性を生み出し、ＱＵＲＵＷＡの価値と

質が向上し、周辺エリアへの波及も起こり、経済循環・エネルギー循環・企業連

携・人的交流が始まった。そこには、公民連携の多くの取り組みが、質の高い公共

投資となり、更なる質の高い民間投資がなされ、経済循環が加速され、都市型産業

が創出され、更に、ＱＵＲＵＷＡで開催するイベントに、ステータスも生まれ「株

式会社Ｑ－ＮＥＸＴ」の収益にも繋がり、官民所有の未利用地にも需要が生まれ、

必然的に地価も上がり、ＱＵＲＵＷＡ戦略が、住民の健幸を目指す「スマートウェ

ルネスシティ」としてウォーカブルなまちづくりが機能している。 

 ⑵ 考察 

   公民連携の要点は、行政は、民間が、ビジネス活動で稼げる環境を作る事であ

り、民間は、持続可能な豊かな暮らしに関わるサービスの提供であり、地域は、自

治会を担い、公民連携推進を支援する事である。 

   この考え方は、スウェーデンのビクター・ペストフ教授の「ペストフの三角形」

-38-



 

として、行政・民間・地域の影響を受け合うステークホルダーの位置関係を理解し

合う「新しい公共」は、今を一歩踏み出し、将来を創造できる担い手の作る社会創

出だと思う。 

   また、常にＱＵＲＵＷＡに関わる仕組みとして「ＱＵＲＵＷＡアワード」の三部

門に創造創出に対する表彰を行ったり、「事業リノベーションスクール」で事業に

新しい価値を見つけたり、などのプロジェクトを常態化させている。 

   また、公共空間の活用として「ヨリミチ×コミチＰＲＯＪＥＣＴ」や、カーボン

ニュートラルへの取り組みも、常にＱＵＲＵＷＡを中心にした仕組みであり、町会

連合会で作って終わりにしないために、民間の会社「株式会社Ｑ－ＮＥＸＴ」の設

立によって、投資も行える事で「ＱＵＲＵＷＡ戦略」(乙川リバーフロント地区公民

連携まちづくり基本計画)が、継続可能となっている。 

   松本では「ペストフの三角形」による「新しい公共」の実現を、地域主導型公共

バスが目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年 ８月 ２日 

  松本市議会議長 上條  温  様 

                           総務委員 太田 更三 
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